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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 １ 】

　 室 内 を 少 な く と も 、 待 合 室 空 間 部 （ １ ） ， カ ウ ン セ リ ン グ 室 空 間 部 （ ２ ） ， 複 数 の 治 療

室 空 間 部 （ ３ ） ， 診 療 準 備 室 空 間 部 （ ４ ） に 区 画 し て 成 し た 診 療 室 に 於 い て 、 前 記 診 療 室

の 中 央 に 通 路 (５ ) を 設 け 、 該 通 路 (５ )を 隔 て て 、 そ の 片 方 に は カ ウ ン セ リ ン グ 室 空 間 部

（ ２ ） と 複 数 の 治 療 室 空 間 部 （ ３ ） を 窓 （ ９ ） 側 に 沿 っ て 一 列 に 設 け 、 こ の 各 治 療 室 空 間

部 （ ３ ） 間 及 び 該 治 療 室 空 間 部 （ ３ ） と 前 記 カ ウ ン セ リ ン グ 室 空 間 部 （ ２ ） と を 区 画 す る

各 パ ネ ル （ ６ ） の 一 部 を 開 口 し て 開 口 部 （ 61） に 形 成 し 、 且 つ 、 そ の 各 開 口 部 （ 61） の 位

置 を 前 記 通 路 (５ )側 で 且 つ 直 線 状 に 配 置 し た こ と を 特 徴 と す る 病 院 用 診 療 室 。

【 請 求 項 ２ 】

　 前 記 待 合 室 空 間 部 （ １ ） と 前 記 通 路 (５ )と が 連 通 し て い る 請 求 項 １ 記 載 の 病 院 用 診 療 室

。

【 請 求 項 ３ 】

　 前 記 カ ウ ン セ リ ン グ 室 空 間 部 （ ２ ） の ３ 方 向 に ド ア （ ７ ） が 設 け ら れ 、 且 つ 、 ３ 方 向 の

前 記 ド ア （ ７ ） の う ち 、 前 記 治 療 室 空 間 部 （ ３ ） 側 と 前 記 受 付 空 間 部 （ ８ ） 側 の ２ 方 向 の

前 記 ド ア （ ７ ） が ス ラ イ ド 式 の ガ ラ ス 扉 （ 71） と 成 さ れ た 請 求 項 １ 記 載 の 病 院 用 診 療 室 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 技 術 分 野 】

【 ０ ０ ０ １ 】
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本発 明は病院用診療室に関 し、特 には歯科 医院用診療室に関す る。

【背景技術】

【0002】
最近 の歯科 医院の診療室 は、患者のプライバ シー保護 のために、個室型や半個室型が増

加 してい る。 この場合、完全個室 とした時はプライバシー保護 には有用であるが、来院患

者数の多い場合 には、並行 して複数の患者を治療す るため、診療 スタッフの移動距離が大

き くな り、治療効率が悪い ものであった。

【0003】
このため、半個室が特 に増加 している。 この半個室 と成す時 は、各診療椅子 の周囲をパ

ーテ ィシ ョンな どで前側或いは後側を囲って区切 ることによ り、ある程度 のプライバ シー

が確保 でき、診療 スタッフの移動距離を小 さ くす ることができるもの となる。 この半個室

には、後方誘導 タイプ と前方誘導 タイプ とがあるこ後方誘導 タイプ としては、図 3に 示す

よ うに患者 を診療椅子 の後方か ら誘導す るタイプであ り、窓か ら採光が可能であるが、診

療スタッフの移動軌跡 (以 降、ス タッフの動線 とい う)と 患者 の移動軌跡 (以 降、患者 の

動線 とい う)と が殆 ど同 じでそれを分離 出来 ない欠点がある と共 に治療室を患者が通過す

るため、患者か ら診療器具が見えるな どの欠点 もあ った。 この長所 としては各診療椅子間

を移動す るス タッフの移動距離が減少 し治療効率が向上す るものであった。

【0004】
一方、 |キi方 誘導 タイ プ としては、患者を診療椅子 の前方 (前 面)か ら誘導す るタイプで

あ り、 プライバ シー保護 とス タッフの動線 と患者の動線を分離 させ ることが出来るため、

特 に この前方誘導 タイプの半個室が激増 している。 しか しなが ら、患者の前方 に壁や ドア

が配置 されてい るため、窓か らの採光が困難 であ り、閉塞感が強 く圧迫感 を与 えて しま う

とい う欠点がある。

【0005】
またカウンセ リング室 は、原則 として個室であることが要求 され るが、歯科 医院のスペ

ース上の制約な どのため、カ ウンセ リング室を半個室 にする場 合 もあるが、 プライバ シー

保護の配慮が必要 であ り、ス タッフの動線や患者の動線 と離れている場所 に設ける場合 も

あるが、 この時には、患者 の案 内が しに くく、使用頻度が減少 して しま うのが現状 であ り

、 カウンセ リング室を設けてもうま く機能 していない場合が多 くあ り、更 にはカウンセ リ

ング室を廃止或いは設 けない場合 も多 くあった。

【0006】
尚、歯科医院の診療室 としては、特開平 7-207966号 「歯科診療室」が提案 され

ている。 この構造 は、歯科診療室 に少な くとも二方向に延びる と共 に、上下各面側か ら取

り扱 うことが出来 る第 1収 納部 と共有 の水洗槽 とを有 し、他 の部分 に両面側間を、仕切 り

を介 して区画 し、且つ、各面側の第 2収 納部を有するキ ャビネッ トを設置 し、 このキ ャビ

ネ ッ トの各面側 に術者 の移動を殆ん どな くして治療する治療台を配置 した ものである。 こ

の 目的は、オー プン形式であって も、ナースによる移動キ ャビネ ッ トを用いた準備作業が

不要 となる と共に著 しいコス トの軽量を図 り、 |[つ 、診療察 の空間を広 くす るように した

ものである。従 って、特開平 7-207966号 は本願の 目的 と異なるものである。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0007】
【特許文献 1】 特開平 7-207966号 公報

【発明の概 要】

【発明が解決 しよ うとす る課題】

【0008】
患者 のプライバ シー保護が略完全に可能 となる と共 に効率良い診療が行 え、且つ、患者

が安心 してカウンセ リングを受 けることが出来 る病院用診療室を提供す る ことを 目的 とす

る。

【課題を解決するための手段】
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【0009】
本発明は上記要望 に応えるために成 された ものであ り、つ ま り、診療室の中央に通路を

設け、該通路を隔てて、その片方 にはカウンセ リング室空間部 と複数の治療室空間部を窓

側 に沿 って一列に設け、 この各治療室空間部間及び該治療室空間部 とカウンセ リング室空

間部 とを区画する各パ ネルの一部を開口 して開口部 に形成 し、且つ、その各開口部 の位置

を通路側で且つ直線状 に配置 したもの とす る。また待合室空間部 と通路 とを連通 し、カウ

ンセ リング室空間部 の 3方 向に ドアを設け、その 3方 向の ドアの うち、治療室空間部側 と

受付空間部側の 2方 向の ドアをスライ ド式 のガラス扉 と成すのが好 ま しい。尚、本発明で

言 う「診療室」 とは、待合室,複 数の治療室,診 療準備室,手 術室,X線 室 ,ス タッフル

ームな どが区画 されている院内空間全体を指す もの とす る。又、本発明で言 う「治療室空

間部」 とは、診療椅子が中央 に配置 されて区画 され る と共にそ こで治療 と診察が行 なわれ

る空間を指す もの とす る。

【発明の効果】

【0010】
請求項 1の よ うに診療室 の中央 に通路 (5)を 設け、該通路 (5)を 隔てて、その片方 に

はカウンセ リング室空 間部 (2)と 複数の治療室空間部 (3)を 窓 (9)側 に沿 って一列

に 1投 け、 この各治療室牢問部 (3)間 及び該治療室空間部 (3)と カウンセ リング室空間

部 (2)と を区画す る各パネル (6)の 一部を開口 して開口部 (61)に 形成 し、且つ、そ

の各開口部 (61)の 位 置を通路 (5)側 で 目́つ直線状に配置す る ことによ り、後方誘導 の半

個室に区画 され た治療室空間部 (3)に 形成 され るため、患者 のプライバ シー保護が略完

全 に可能 となる と共 に患者 に開宋感や圧迫感を 与えず、治療 に対 す る患者のス トレスを軽

減させ ることが出来 るもの とな り、且つ、窓 (9)か らの採光が可能な もの とな り、充分

な採光 と開放感が得 られ る診療室 となるのである。 また患者 の動線 を通路 (5)側 に、ス タ

ッフの動線を治療室空間部 (3)の 開口部 (61)側 に、分離 して平行 にす る と共に、各治

療室空間部 (3),カ ウンセ リング室空間部 (2),受 付空間部 (8)を 直線 に配置す る

ことによ り、スタッフの動線上 の どの位置か らで も医師 は、 目視で院内全体を把握す るこ

とができ、 スタツフ間の情報伝達をスムーズに行 うことができ、且つ、スタッフの移動距

離が減少す るもの となるため、診療をスムーズに行 え、効率良い診療 とな る。更にカウン

セ リング室空間部 (2)を スタッフの動線上に設 けると共に、待 合室空間部 (1)と 受付

空間部 (8)側 か ら患者が カウンセ リング室空間部 (2)へ 容易に入れ るため、患者が安

心 してカウンセ リングを受 けることが出来 るもの とな った。

【0011】
請求項 2の よ うに待合室空間部 (1)と 通路 (5)と を連通 させ ることによ り、患者 の動

線が直線状 になるので、患者 の移動がスムーズになる。

【0012】
請求項 3に 示すよ うにカウンセ リング室空間部 (2)の 3方 向に ドア (7)を 設け、且

つ、 3方 向の ドア (7)の うち、治療室空間部 (3)側 と受付空 間部 (8)側 の 2方 向の

ドア (7)を スライ ド式のガラスラ|(71)と 成す ことによ り、 カウンセ リング室を個室 と

して設けることが出来 るため、 プライバ シー保護 の配慮が可能 とな り、患者が安心 してカ

ウンセ リングを受 ける ことが出来 ると共に待合室側 と受付側か らカウンセ リング室 に入 る

ことができ、患者 の案 内が ごく自然 に行 え、カウンセ リング室の使用頻度が増加 され るも

の となる。 また診療室側 と受付部側 の 2方 向をスライ ド式のガラス扉 (71)と する ことに

よ り、常時開放状態或いは締切 り状態 とす ることが可能 であ り、締 めた状態 であって もガ

ラス窓を通 して、診療室を見渡す ことが出来 るため、 よ り効率良い診療が可能 となる。

【図面 の簡単 な説明】

【0013】
【図 1】 本発明の実施形態 の平面を示す説明図であ る。

【図 2】 本実施形態 の配置を示す説明図である。

【図 3】 従来の後方誘導 の半個室に区画され た診療室 の平面を示す説明図である。

【発明を実施するための形態】
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【0014】
本発 明の実施 形態 を 図 1、 図 2に 基づ いて説明す るc(1)は 待 合 室空 間部 であ り、該

待 合室 空 間部 (1)は 後述 す る通路 (5)と 連通 してい る。 (2)は 後述 す る受 付空 間部 (

8)の 隣 に区画 され た カウ ンセ リング室空 間部 であ り、該 カウ ンセ リン グ室 空 間部 (2)
に は 3方 向 に ドア (7)が 設 け られ、且 つ 、 3方 向の ドア (7)の うち、後 述 す る治 療室

空 間部 (3)側 と前記受 付 空 間部 (8)側 の 2方 向の ドア (7)と してス ライ ド式 の ガラ

ス扉 (71)を 用 い るのが好 ま しい。 (3)は 窓 (9)側 に沿 って一 列 に設 け た複数 の治 療

室空 間部 で あ り、各 治 療室 空 間部 (3)は 後 述 す るパ ネル (6)で 区画 され て い る と共 に

各パ ネル (6)の 一 部 を開 回 して開 回部 (61)が 形 成 されて お り、 その各 開 田部 (61)の
位 置 は後 述 す る通 路 (5)側 で且 つ 直線 状 に配 置 して い る。 また前 記治 療 室空 間部 (3)の
中央 に は図示 しな い診 療椅 子 が配置 され てい る。更 に各診療 椅子 の前 面 に は窓 (9)が あ

る。 (4)は 診療 準 備室空 間部 で あ り、該 診療準 備 室空 間部 (4)に は、減 菌装置 や技 工

に必要 な器 具 や装 置 な どが備 え られ てい る。 (5)は 診療室 の 中央 に設 け た通路 であ り、

該通路 (5)は 主 に患 者 が行 き来 す るため に用 い る。 尚、前記 カ ウ ンセ リン グ室空 間部 (

2)と 複 数 の治 療室 空 間部 (3)は 通路 (5)を 隔 てて、 その片 方 に区画 され てお り、他 方

には、診 療準 備室 空 間部 (4),手 術 室空 間部 ,X線 室 空 間部 ,ス タ ッフルー ム空 間部 な

どが 区画 され てい る。

【0015】
(6)は 各 治療 室 空 間部 (3)と カ ウ ンセ リング室空 間部 (2)な ど とを 区 画す る各パ

ネル で あ り、該 パ ネル (6)と しては仕切 りが 出来 る ものであれ ば良いが、全体 を半透 明

な もの或 い は上 部 だけを半透 明 な ガラス と して も良い。 また 前記パ ネル (6)は 各 空 間部

分 を完 全 に区画 す るの ではな く、通路 (5)側 で且つ人 が 出入 り出来 る広 さを確 保 した開 口

部 (61)が 形 成 され てい る。 (7)は 一般 的 な ドアであ るが 、 カウ ンセ リング室空 間部 (

2)に 設 け た ドア (7)の うち、治療室 空 間部 (3)側 と前 記受 付 空 間部 (8)側 の 2方
向 の ドア (7)に は、 ス ライ ド式 の ガラス扉 (71)を 用 い るのが好 ま しい。 (8)は 受付

空 間部 であ り、該受 付空 間部 (8)に は各 診療椅子 か ら見 え る場所 にカル テ置 き台 (81)

を設置 し、 ここに患 者 の カル テを立 てお くと、待 合室 で待 つて い る患者 の人数 の把 握 が可

能 とな る。 尚、 カル テ置 き台 (81)に 立 て た カル テは、待 合室 か ら内容 が見 えない よ うに

してお き、患者 に聞 こえない よ うに受 付 ス タ ッフ と情 報 伝達 を す る ことが可 能 とな る と共

に カ ウ ンセ リング室 に患者 を案 内す る こ とが容 易 とな るため、 カ ウ ンセ リング室 の使 用 頻

度 を増 加 させ て有効 に利用 す る こ とが可能 とな った。

【0016】
次 に本 発 明 に於 け る患者 の動 線 を図 2に 示 す点 線 に基 づ いて説 明す る。 先 ず患者 が受 付

で名前 を呼 ばれ る と、 患者 は待 合室 か らカウ ンセ リング室又 は治 療 室 に案 内され る。 この

時 、 カ ウ ンセ リング室 に案 内 され た患者 は、通路 (5)側 又 は受 付側 か ら入 る。打 合せ後

、患者 は通路 (5)側 に 出て、所 定 の治 療室 まで通路 (5)を 通 って行 け ば 良い。 そ の後 、

X線 室 へ行 く場合 に は、治 療室 か ら通路 (5)側 に 出て X線 室 へ行 って撮 影 し、通路 (5)
側 を通 って元 の治 療察 へ戻 れ ば 良い。 そ して治療 を受 け、患者 は治 療室 を通路 (5)側 に

出て待 合室又 は受 付前 で待 機 す る。 そ の後 、治 療 費を払 って外 に 出 る。

【0017】
一方 、 ス タ ッフの動 線 につ いて説 明すれ ば、先 ず患者 を カ ウ ンセ リングす る際 は、治 療

室側 の ガラ ス扉 (71)を 開 けて 中に入 る。 カウ ンセ リングが終 了後 、 ガ ラス扉 (71)を 開

け て治 療 室 に戻 り、次 の患者 が待 ってい る治 療室 に行 き、治 療 を行 う。 治療後 は次 の患者

が待 ってい る治療 察 に行 って治療 を行 えば良い。 この よ うに医師 の移動 は図 2に 示 す 白線

矢 印上 を行 き来す るだけで 良 くな る。 この時、 医師 は、各パ ネル (6)の 開 口部 (61)が
直線状 に配 置 され てい る と共 に各診療 椅子 , カウ ンセ リング室 ,受 付 空 間部 も一 直線 に

配 置 され てい るた め、 自線上 の どの位置 か らで も院 内全体 を 目視 で把握 す る こ とが で き、

院 内の情 報 伝達 が ス ムー ズ に行 われ る もの とな る。 また カウ ンセ リング室 を ス タッフの動

線 (白 線 )の 一部 に組 み込 まれ てい る こ とに よ り、診療 の前 後 で随時、患 者 と面談 す る こ

とが 出来 るため、 カ ウ ンセ リン グ室 が使 い易 い もの とな る。
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【0018】
次に医師以外のス タッフの動線について説明すれば、先ず患者がカウンセ リングを終 了

後、 X線室へ行 く場合には、ス タッフは治療室側 のガラス扉 (71)を 開けて中に入 り、通

路 (5)側 に出て X線室へ案 内す る。撮影 した後 は、通路 (5)側 か らの治療室 に入 る。患

者 の治療 中は、治療室 内部或いは医師の移動 と同様 に自線矢 印上を行 き来す るだけで他 の

患者の治療室に出入 り自在 となるのである。

【0019】
このよ うに本発明に於 ける患者 の動線 とス タッフの動線を平行 に して分離 させ、且つ、

各診療椅子 ,カ ウンセ リング室,受 付空間部 も一直線 に配置す る ことによ り、 自線上の ど

の位置か らでも院内全体を 目視 で把握す る ことがで き、院内の情報伝達がスムーズに行わ

れ るもの とな ると共 に特 にス タッフの移動量が減少され、効率良 く診療が行 えるもの とな

った。 また治療準備室 と治療室を通路 (5)を 介 して区分す ると共に患者か ら治療準備室

が見えない ように診療準備室空間部 (4)を 個室 と成す ことによ り、患者 か ら診療器具等

が見 えな くな り、且つ、洗い ものや石膏練和するな どの雑音や消毒液等の臭いが治療室 に

流れ る ことを遮断す る ことが出来 るため、治療のス トレスを軽減す ることも出来 るもの と

なる。

【符「Jの 説明】

【0020】
1 待合室牢問部

2 カウンセ リング室空 間部

3 治療室空間部

4 診療準備室空間部

5 通路

6 パネル

61 開口部

7 ドア

71 スライ ド式のガラス扉

8 受付空間部

9 窓
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図
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